
サーキュラーエコノミー型ビジネス創出事業費補助金(仮称)

○ 事業目的・概要
県内中小企業等が連携して取り組むサーキュラーエコノミー※型ビジネスモデルの創出に係る

経費等を補助

※ 従来の3Rの取組に加え、資源投入量・消費量を抑えつつ、
サービス化等を通じて付加価値を生み出す経済活動

○ 補助率等
【補助率】 2/3以内
【補助上限額】 7,500千円
【補助予定件数】 ６件
【スケジュール（予定）】

○ 対象となる取組事業例
・プラスチックの素材別分別施設を設置し、廃棄物を高度分別し、製品化を目指す実証事業
・従来焼却されていた使用済製品を独自に回収し、リサイクル製品を新たに試作・開発する事業
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出典：環境省HP４月～５月 公募
６月 外部有識者審査会による審査、交付決定
７月～ 現地調査等
２月～３月 完了検査、採択事業の成果等公表



ワンストップ支援拠点 「サーキュラーエコノミー推進センター（仮称）」 による支援

○ 事業概要

（１）ワンストップ支援拠点の設置

サーキュラーエコノミー分野での事業化、販路開拓などに知見を持つ専門人材を
コーディネーターやアドバイザーとして配置し、ビジネスマッチングを行うなど

企業からの相談にワンストップで対応する。

（２）情報発信・普及啓発
サーキュラーエコノミーに関するセミナーを開催するとともに、事業化に向けた

研究会を実施する。

（３）マッチングの支援

県内企業に対し、排出している廃棄物の種類や量などの調査を行い、基礎データ

ベースを構築し、マッチングなどの基礎データとして活用する。

彩の国ビジネスアリーナに特設展示を設け、リーディングモデル企業の取組を

紹介し、県の取組を紹介するとともに、マッチングにつなげていく。
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